
いつもお世話になっております。
今回は2025年4⽉から創設された出⽣後休業⽀援給付⾦と育児時短就業
給付⾦について解説します。

この新たな制度は、⼦どもが⽣まれた直後のご家庭にとって、⾮常に⼼強い制度
と⾔えます。経営者・⼈事労務責任者の⽅はぜひご確認ください。

■育休取得者向け：出⽣後休業⽀援給付⾦の創設
出⽣後休業⽀援給付⾦は、⼦どもが⽣まれた直後に夫婦で育児休業をを取る
ことで、最⼤28⽇間の育児休業給付が⽀給される制度です。

〇要件
・雇⽤保険の被保険者が、対象期間に出⽣時育児休業給付⾦が⽀給される
産後パパ育休または育児休業給付⾦が⽀給される育児休業を通算して14⽇
以上取得していること
・被保険者の配偶者が対象期間に通算して14⽇以上の育児休業を取得した
こと、または、⼦の出⽣⽇の翌⽇において「配偶者の育児休業を要件としない場
合」（下記参照）に該当していること

〇配偶者の育児休業を要件としない場合
１．配偶者がいない
２．配偶者が被保険者の⼦と法律上の親⼦関係がない
３．被保険者が配偶者から暴⼒を受け別居中
４．配偶者が無業者
５．配偶者が⾃営業者やフリーランスなど雇⽤される労働者でない
６．配偶者が産後休業中
７．１〜６以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない



■時短勤務者向け：育児時短就業給付⾦の創設
育児時短就業給付⾦は、２歳に満たない⼦を養育するために所定労働時間
を短縮して就業した場合に、賃⾦が低下するなど⼀定の要件を満たしたときに
⽀給される制度です。

〇⽀給対象者
・２歳未満の⼦を養育するために、１週間当たりの所定労働時間を短縮して
就業する被保険者であること
・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同⼀の⼦について育児
時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始⽇前２年間に、賃⾦⽀払
基礎⽇数が11⽇以上ある完全⽉が12か⽉あること

〇要件
・初⽇から末⽇まで続けて、被保険者である⽉
・１週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある⽉
・初⽇から末⽇まで続けて、育児休業給付⼜は介護休業給付を受給していな
い⽉
・⾼年齢雇⽤継続給付の受給対象となっていない⽉

■まとめ
2025年4⽉の改正では、出⽣後休業⽀援給付⾦の創設に加え、時短勤務者
向けの新たな給付⾦が設けられます。男性の育休取得を促す改正も含まれてい
るため、企業の対応が求められます。
今のうちに社内制度を⾒直し、スムーズな運⽤に備えましょう。
詳細な運⽤や申請⼿続きについては、厚⽣労働省のガイドラインをご確認くださ
い。

参考：
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf

※こちらは2025年4⽉3⽇時点の情報です。
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メルマガの解除

https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/1504/2025%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%85%8D%E4%BF%A1/2025sharoushi_1_1.pdf
https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/1504/2025%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%85%8D%E4%BF%A1/2025sharoushi_1_2.pdf

